
様式第39号の2

美唄市長 印

納付書を添付すること。

鉱産税更正(決定)通知書(　　月分)

区 分

　不足税額については、申告納付すべきであった納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額(1,000円未満の端数がある
とき、又はその金額が2，000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(この通知書に
記載された納期限までの期間及びこの納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント(特例基準割
合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、特例基準割合に年1パーセントを加算し
た割合))の割合で計算した金額(また、　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までの期間は、延滞金の計算の基礎とな
る期間から控除されます。)に相当する延滞金を納めなければなりません。この場合における年当たりの割合は閏年の日を含む
期間についても365日当たりの割合です。

注　意

3 　この処分については、第1項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができません
が、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

金　　　額 摘　　　　　要

年　　　月　　　日

納 税 義 務 者

　地方税法第533条の規定により下記のとおり更正(決定)しましたので、指定納期限まで納付してく
ださい。

住 所
( 所 在 地 )

氏 名
( 名 称 )

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

1

2

　この処分について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をす
ることができます。

　この処分について不服がある場合には、前項の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、美唄
市(訴訟において美唄市を代表する者は、美唄市長となります。)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができま
す。
　ただし、この裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起
算して1年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。

備考

納 付 場 所

既 に 納 付 の 確 定 し た 税 額

不 足 税 額

鉱 産 税

過 少 ・ 不 申 告 加 算 金

重 加 算 金

納 付 す べ き 合 計 額

指 定 納 期 限


